
1<令和６年11月１日発行>区広報紙「さざんか」は毎月69,500部発行し、11月号１部あたりの発行単価（配布費用含む）は約19.89円です。そのうち約1.51円を広告収入で賄っています。

私たちは、子どもの成長と発達を支援することが社会全体の
責任であることを自覚して、次のとおり行動します。
❶ 私たちは、子どものいのちと心を守ります。
❷ 私たちは、家族の子育てを支援します。
❸ 私たちは、里親と施設の子育てを支援します。
❹ 私たちは、地域の連携を拡げます。

 私たちは、子ども虐待のない社会を目指します｡ 

11月は 児 童 虐 待 防 止 推 進 月 間  です。
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オレンジリボン憲章

オレンジリボンには
子ども虐待を防止するという
メッセージが込められています。

子どもが虐待によって命を奪われるという痛ましい事件をきかっけに二度とこのような
事が起こらないようにという願いを込めてオレンジリボン運動が始まりました。

～オレンジリボン運動の起源～

すべてのこどもが   笑顔で暮らせる社会笑顔で暮らせる社会   に

児童虐待かもと思ったら
すぐにお電話ください

◦大阪市児童虐待ホットライン   0120-01-7285
	 （２４時間３６５日対応・通話無料）

◦児童相談所虐待対応ダイヤル  	189
	 （２４時間３６５日対応・通話無料）
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　金曜 ９時～19時（17時30分以降は一部窓口のみ）
　毎月第４日曜 ９時～17時30分（一部窓口のみ）
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これらの行動はこどもの心身の発達に影響を及ぼす可能性があるといわれています。
また2020年4月より体罰は法律で禁止されています。

「しつけ」として叩くことも体罰です。「しつけ」として叩くことも体罰です。

問合せ  保健福祉課（子育て支援室）　窓口③番　☎06-6682-9878

11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待という言葉が広く知られるようになった昨今、それでも 
重大事故は後を絶ちません。今一度「児童虐待とは」「児童虐待とは」やこどもが持っている「４つの権利」「４つの権利」 
について考えてみませんか？

１ ２ ３ ４
たたかれたりひどいことを

言
い

われない
元
げ ん

気
き

に・健
け ん

康
こ う

に
毎
ま い

日
に ち

をすごして成
せ い

長
ちょう

する
保

ほ

護
ご

者
し ゃ

の人
ひ と

から育
そ だ

てられる
守
ま も

ってもらえる
自

じ

分
ぶ ん

の意
い

見
け ん

を言
い

う
話
はなし

を聞
き

いてもらえる

～厚生労働省　たたかれていい子どもなんて、いないんだよ　より～

  身体的虐待   
殴る、蹴る、叩く、投げ落
とす、 やけどを負わせる、
溺れさせる　など

  ネグレクト   
乳幼児を自宅において外出する、食事を与え
ない、ひどく不潔にする、病気になっても病
院に連れて行かない　など

  性的虐待  
こどもへの性的行為、 性的行為を見せる、 
ポルノグラフィの被写体にする　など

  心理的虐待  
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差
別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴
力をふるう　など

『子育て』世帯が孤立した『孤
こ

育
そだ

て』世帯にしないために出来る事…

● いつもこどもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする。
● 不自然な傷やあざ、やけどがある。
● 衣服やからだがいつも汚れている。
● 表情が乏しい。活気がない。
● 夜遅くまで一人で遊んでいる。

● 地域などと交流が少なく孤立している。
● 小さなこどもを家においたまま外出している。
● こどもの養育に関して拒否的、無関心。
● こどものけがについて不自然な説明をする。

こどものサイン 保護者のサイン

気づいて！こどもや保護者のこんなサイン

あなたの悩み・気づきを
教えてください。

こんなサインを見かけたら
まずはご連絡ください。

一人一人が意識を持つことがこどもの重大事故の防止につながります。

子育ての情報 を掲載しています！

乳幼児や低年齢の
こどもを自動車の中
に放 置して、 親 が
パチンコに熱中した
り、買い物をする。

児童虐待とは

こどもが持っている４つの権利を知っていますか…

｢あんたが悪いのよ」「お
前のせいだろ」「別れましょ
う」｢離婚だ」
などこどもの
目の前で夫婦
喧嘩をする。

｢また宿題をしないで遊ん
でいたわね！罰としてお仕
置きよ。ママは叩きたくな
いのよ。あなた
の為にするんだ
から…」

｢また喧嘩して叩い
たな！痛さが分から
ないなら、お前もこ
うだ（叩く）」

こんなことはありませんか

こどもの虐待 って何？

｢うるさい、うるさい」 
「なんで泣き止まな
いのよ」（強く揺さ
ぶる・口元を押さえ
る　など） 子育て支援室

子育ての悩みや不安などをおうかがいし、いろいろ
な制度や専門機関をご紹介しています。

時間  ９：00 ～ 17：30（土日・祝日・年末年始は休み）
問合せ   保健福祉課（子育て支援室）　窓口③番

	 ☎☎ 06-6682-987806-6682-9878

地域保健活動
赤ちゃんから高齢者まで幅広い年代の方の健康な
暮らしを支援する専門職が相談に応じます。

時間  ９：00 ～ 17：30（土日・祝日・年末年始は休み）
問合せ   保健福祉課（地域保健活動）　窓口㉛番

	 ☎☎ 06-6682-996806-6682-9968

こ ど も 家 庭 セ ン タ ー

こどもも保護者もオンラインで気軽に相談

匿名可能 秘密厳守

親子のための

相談LINEこども家庭庁

里親制度をご存知ですか？

これらも
すべて児童虐待児童虐待です!です!

住之江区は子育てを
切れ目なく
サポートします！

広報さざんか
7月号

大阪市では、1000人のこども

たちが、さまざまな事情により

親と離れてくらしています。

こうしたこどもたちを自身の家

庭に迎え育ててくださる里親を

募集しています。

詳しくは、大阪市ホームページ
「さとおやってなぁに？？」をご覧ください

 里親に関する問合せ 　住之江区にお住まいの方は
中央里親支援機関 結い（ゆい） ☎06-6776-2983

さとおや   検索

あなたあなたももできることできることからからはじめてみませんか？はじめてみませんか？

令和6年（2024）11月１日　No.342号 児童虐待防止特集 児童虐待防止特集令和6年（2024）11月１日　No.342号

2 3☆住之江区広報紙「さざんか」は、毎月１日～５日（１月号のみ２～６日）の間に配布委託業者が住之江区内全てのご家庭・事業所のポストヘ直接お届けしています。 視覚障がいのある方を対象に点字版も作成しておりますので、ご希望の方はお申出ください。問合せ／ 総務課　窓口㊷番　☎06-6682-9992　I06-6686-2040


